
京
都
大
学
受
託
研
究
取
扱
規
程

（
平
成
十
六
年
達
示
第
九
十
七
号
）

（
趣
旨
）

第
一
条

京
都
大
学
（
以
下
「
本
学
」
と
い
う

）
に
お
け
る
受
託
研
究
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

。

る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
受
託
研
究
」
と
は
、
本
学
が
学
外
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
行
う
研
究
で
、
こ
れ
に
要
す
る
経
費
を
委
託
者
が
負
担
す
る
も
の
を
い

う
。

２

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
部
局
」
と
は
、
各
研
究
科
（
地
球
環
境
学
堂
を
含
む

、
各
附
置
研
究
所
、
医
学
部
附
属
病
院
及
び
各
セ
ン
タ
ー
（
国
立
大
学
法
人

。
）

京
都
大
学
の
組
織
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
一
号
）
第
三
章
第
七
節
、
第
八
節
、
第
十
節
及
び
第
十
一
節
（
第
五
十
一
条
を
除
く

）
に
定
め
る
施

。

設
等
を
い
う

）
を
い
う
。

。

３

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
発
明
等
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

特
許
権
の
対
象
と
な
る
発
明

二

実
用
新
案
権
の
対
象
と
な
る
考
案

三

意
匠
権
の
対
象
と
な
る
創
作

四

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
著
作
物
及
び
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
の
著
作
物

４

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
特
許
権
等
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

特
許
権

二

実
用
新
案
権

三

意
匠
権

四

著
作
権

五

特
許
を
受
け
る
権
利

六

実
用
新
案
登
録
を
受
け
る
権
利

七

意
匠
登
録
を
受
け
る
権
利

（
受
入
れ
の
原
則
）

第
三
条

受
託
研
究
は
、
当
該
研
究
が
教
育
研
究
上
有
意
義
で
あ
り
、
か
つ
、
本
来
の
教
育
研
究
に
支
障
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、

本
学
の
主
体
性
の
も
と
に
、
受
け
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
受
入
れ
の
条
件
）

第
四
条

受
託
研
究
の
受
入
れ
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

受
託
研
究
は
、
委
託
者
が
一
方
的
に
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
委
託
者
か
ら
中
止
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
委
託
者
と
協
議
の
う

え
、
中
止
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。



、

、

（

（

。

「

」

二

受
託
研
究
の
結
果
生
じ

か
つ

本
学
に
帰
属
す
る
特
許
権
等

別
に
定
め
る
京
都
大
学
発
明
規
程

平
成
十
六
年
達
示
第
九
十
六
号

以
下

発
明
規
程

と
い
う

）
第
十
六
条
本
文
の
規
定
（
第
三
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）
に
よ
る
特
許
等
を
受
け
る
権
利
及
び
こ
れ
に
基
づ
き
取
得
し
た
特

。

。

許
権
等
を
い
う
。
以
下
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
に
お
い
て
同
じ

）
は
、
委
託
者
に
無
償
で
使
用
さ
せ
、
又
は
譲
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

。

三

受
託
研
究
に
要
す
る
経
費
で
取
得
し
た
設
備
等
は
、
返
還
し
な
い
こ
と
。

四

や
む
を
得
な
い
理
由
で
受
託
研
究
を
中
止
し
、
又
は
研
究
期
間
を
延
長
し
た
こ
と
に
よ
り
委
託
者
が
損
害
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
に
対
し
本
学
は
責
任
を

負
わ
な
い
こ
と
。

五

受
託
研
究
を
完
了
若
し
く
は
中
止
し
、
又
は
そ
の
期
間
を
変
更
し
た
場
合
に
お
い
て
、
受
託
研
究
に
要
す
る
経
費
の
額
に
不
用
が
生
じ
、
委
託
者
か
ら
不
用

と
な
っ
た
額
に
つ
い
て
返
還
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
返
還
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
委
託
者
か
ら
の
申
出
に
よ
り
中
止
す
る
場
合
に
は
、
当
該
経
費
は
、
原

則
と
し
て
返
還
し
な
い
こ
と
。

六

受
託
研
究
に
要
す
る
経
費
は
、
原
則
と
し
て
当
該
研
究
の
開
始
前
に
納
付
す
る
こ
と
。

２

前
項
第
三
号
及
び
第
六
号
の
条
件
は
、
委
託
者
が
国
の
機
関
、
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学
法
人
若
し
く
は
公
庫
、
公
団
等
の
政
府
関
係
機
関
又
は
地
方
公
共

団
体
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
付
さ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
申
込
み
）

第
五
条

受
託
研
究
の
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
所
定
の
様
式
に
よ
る
申
込
書
を
部
局
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
受
入
れ
の
決
定
）

第
六
条

受
託
研
究
の
受
入
れ
は
、
部
局
の
長
が
決
定
す
る
。

２

前
項
の
受
入
れ
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
部
局
の
教
授
会
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
機
関
の
議
を
経
る
も
の
と
す
る
。

（
受
入
れ
の
決
定
の
通
知
）

第
七
条

部
局
の
長
は
、
受
託
研
究
の
受
入
れ
を
決
定
し
た
と
き
は
、
総
長
及
び
委
託
者
に
当
該
研
究
に
係
る
研
究
担
当
者
、
研
究
に
要
す
る
経
費
、
研
究
期
間
等

の
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
契
約
の
締
結
）

第
八
条

総
長
は
、
前
条
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
委
託
者
と
受
託
研
究
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

総
長
は
、
受
託
研
究
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
部
局
の
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
研
究
経
費
）

第
九
条

委
託
者
は
、
謝
金
、
旅
費
、
研
究
支
援
者
等
の
人
件
費
、
設
備
費
、
消
耗
品
等
の
当
該
受
託
研
究
遂
行
に
直
接
必
要
な
経
費
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
直

接
経
費
」
と
い
う

）
及
び
当
該
受
託
研
究
遂
行
に
関
連
し
直
接
経
費
以
外
に
必
要
と
な
る
経
費
を
勘
案
し
て
定
め
る
額
（
以
下
「
間
接
経
費
」
と
い
う

）
の

。

。

合
算
額
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
直
接
経
費
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

一

委
託
者
が
国
（
国
以
外
の
団
体
等
で
国
か
ら
の
補
助
金
等
を
受
け
、
そ
の
再
委
託
に
よ
り
研
究
を
委
託
す
る
こ
と
が
明
確
な
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ

、
特
殊
法
人
、
認
可
法
人
、
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学
法
人
又
は
地
方
公
共
団
体
で
あ
っ
て
、
予
算
又
は
財
政
事
情
に
よ
り
間
接
経
費
が

。
）

負
担
で
き
な
い
場
合
で
、
総
長
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
場
合

二

競
争
的
資
金
に
よ
る
研
究
費
で
、
当
該
研
究
費
に
係
る
間
接
経
費
が
措
置
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
、
総
長
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
場
合

２

前
項
に
よ
り
委
託
者
の
負
担
す
る
額
を
算
出
す
る
場
合
、
間
接
経
費
は
直
接
経
費
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
を
標
準
と
す
る
。

（
研
究
の
中
止
等
）

第
十
条

部
局
の
長
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
受
託
研
究
の
中
止
又
は
研
究
期
間
の
延
長
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



２

研
究
担
当
者
は
、
受
託
研
究
の
中
止
又
は
研
究
期
間
の
延
長
の
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
部
局
の
長
に
報
告
し
、
そ
の
指
示
を
受
け
る
も

の
と
す
る
。

３

部
局
の
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
受
託
研
究
の
中
止
又
は
研
究
期
間
の
延
長
を
決
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
総
長
及
び
委
託
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。

（
研
究
の
完
了
報
告
）

第
十
一
条

研
究
担
当
者
は
、
受
託
研
究
が
完
了
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
部
局
の
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

２

部
局
の
長
は
、
前
項
の
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
総
長
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

部
局
の
長
は
、
受
託
研
究
の
結
果
を
委
託
者
に
通
知
す
る
と
き
は
、
研
究
担
当
者
を
し
て
、
こ
れ
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
研
究
結
果
の
公
表
）

第
十
二
条

受
託
研
究
に
関
す
る
結
果
は
、
研
究
担
当
者
の
名
に
お
い
て
、
こ
れ
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

、

、

、

、

。

２

前
項
の
公
表
の
時
期
・
方
法
に
つ
い
て

必
要
が
あ
る
場
合
は

部
局
の
長
は

研
究
担
当
者
の
意
見
を
聴
い
て

委
託
者
と
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る

（
特
許
権
等
の
出
願
等
）

第
十
三
条

受
託
研
究
に
お
い
て
発
明
等
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
帰
属
の
決
定
、
出
願
そ
の
他
特
許
権
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
発
明
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

（
特
許
権
等
の
実
施
）

第
十
四
条

総
長
は
、
受
託
研
究
の
結
果
生
じ
た
発
明
等
に
つ
き
、
本
学
に
帰
属
す
る
特
許
権
等
を
委
託
者
又
は
委
託
者
の
指
定
す
る
者
に
限
り
、
出
願
し
た
と
き

か
ら
十
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
定
め
た
期
間
に
お
い
て
優
先
的
に
実
施
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
期
間
は
必
要
に
応
じ
て
更
新
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

２

総
長
は
、
委
託
者
又
は
委
託
者
の
指
定
す
る
者
が
本
学
に
帰
属
す
る
特
許
権
等
を
優
先
的
実
施
の
期
間
中
そ
の
第
二
年
次
以
降
に
お
い
て
正
当
な
理
由
な
く
実

施
し
な
い
と
き
に
は
、
委
託
者
及
び
委
託
者
の
指
定
す
る
者
以
外
の
者
に
対
し
本
学
が
承
継
し
た
特
許
権
等
の
実
施
を
許
諾
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
実
施
料
）

第
十
五
条

総
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
許
権
等
の
実
施
を
許
諾
し
た
と
き
は
、
別
に
実
施
契
約
で
定
め
る
実
施
料
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

（
秘
密
の
保
持
）

第
十
六
条

総
長
及
び
委
託
者
は
、
受
託
研
究
契
約
の
締
結
に
当
た
り
、
相
手
方
よ
り
提
供
若
し
く
は
開
示
を
受
け
、
又
は
知
り
得
た
情
報
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ

め
協
議
の
う
え
、
非
公
開
と
す
る
旨
、
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
そ
の
他
）

第
十
七
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
長
が
別
に
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

京
都
大
学
受
託
研
究
取
扱
規
程
（
昭
和
五
十
七
年
達
示
第
二
十
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

３

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
現
に
受
け
入
れ
て
い
る
受
託
研
究
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


